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第１ 総則 

１ 趣旨 

    本仕様書は、京都コンサートホールに係る都市ガスの供給における契約に基づく

仕様書である。 

２ 用語の定義 

   この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 

（１）需要施設とは、当該契約における都市ガス供給場所である京都コンサートホ

ールをいう。 

（２）供給者とは、当該契約における需要施設への都市ガスの供給を行う者をいい、

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団（以下「財団」という。）と都市ガス

供給契約を締結するガス小売事業者をいう。 

（３）託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に都市ガスを供給するための供給

者と需要施設の間のガス導管を維持し、供給者から導管により都市ガスを受け

入れると同時に、需要施設に対して、導管により都市ガスの供給を行う一般ガ

ス導入事業者をいう。 

 

第２ 仕様概要  

 当該契約における需要施設の概要と供給都市ガスの仕様は、次のとおりとする。 

 

 １ 需要施設概要 

（１）対象施設     京都コンサートホール 

（２）需要場所     京都市左京区下鴨木町１番地の２６ 

（３）業種及び用途   貸館及びクラシック音楽専用ホール 

 ２ 供給期間 

   令和７年４月の定例検針日の翌日から令和８年４月の定例検針日までとする。 

３ ガスの概要 

（１）ガスの種類    都市ガス１３Ａ 

（２）供給熱量     ４５ＭＪ／㎥ 

（３）供給圧力     低圧 

（４）計器番号     別紙のとおり 

４ 予定ガス使用量等 

 （１）契約最大使用量 

    供給期間における１時間当たりのガス使用量の最大値は別紙のとおりとする。 

 （２）予定月別使用量 

    供給期間において、需要場所ごとに使用する各月のガスの予定使用量は、別

紙のとおりとする。 
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 （３）予定年間使用量 

    供給期間において、需要場所ごとに使用するガスの予定年間使用量は、別紙

のとおりとする。 

 （４）契約年間引取量：９９，５５２㎥ 

    契約年間引取量とは、法人が１年間において引き取らなければならないガス

使用量をいい、別紙における予定年間使用量の７０％とする。 

 （５）契約最大需要期使用量：４３，６００㎥ 

    契約最大需要期使用量とは、契約期間の１２月～翌３月（４か月間）におけ

るガス使用量の合計値をいい、別紙における１２月から３月の予定月別使用量

の合計値とする。    

５ 計量及び検針日 

 （１）計量 

各月のガスの使用に係る計量は、託送者が設置した計量器により、託送者が

検針及び算定した数量とする。 

  （２）検針日 

     各月の検針日は、託送者が定める託送供給契約及びその他の供給条件等に規

定する定例検針日とする。 

６ ガス料金の決定 

（１） ガス料金は、託送者が検針及び算定した数量により、１月（前回の検針日か

ら今回の検針日までの期間をいう。）のガス使用量により算定するものとす

る。 

※各月のガス料金＝基本料金＋従量料金（単位料金×各月のガス使用量） 

                  （消費税額及び地方消費税額含む。） 

（２） 入札時のガス料金算定にあたり、単位料金については【ＬＮＧ価格： 

８５，６７０円／ｔ、ＬＰＧ価格：８２，２００円／ｔ】を用いて算定する

ものとする。  

（３） ガス料金算定にあたり適用する託送供給料金は、託送者が定める託送供給約

款によるものとする。 

（４） ガスの使用に係る料金のほか、帳票発行に係る手数料等その他料金が発生す

る場合当該料金についても明示の上、入札金額を提示するものとする。 

（５） 原料価格の変動に応じて単位料金の調整を行う必要がある場合、供給者が定

める供給条件に基づき改訂できるものとする。 

７ 予定年間使用量の増減 

   ガス使用量は、財団の都合により予定年間使用量を上回り、又は下回ることがで

きる。ただし、契約最大使用量及び契約最大需要期使用量を超過した場合並びに予

定年間引取量に満たない場合は、受注者の大口供給制度供給条件に基づき、精算額
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を請求することができる。 

８ 保安及び緊急時の対応 

（１） 供給者は、ガス事業法の定めるところにより、ガスの使用に伴う危険発生

防止に必要な事項を周知するほか、供給するガスに係る消費機器を調査す

る義務を負うものとする。 

（２） 供給者は、保安体制を整備し、緊急時には託送者と連携して迅速かつ適切

に対応すること。 

  ９ ガスの安定供給 

    供給者は、ガスの安定供給を図らなければならない。ただし、以下の場合、ガ

スの供給の中止又はガスの使用の制限若しくは中止の申し出ができる。 

（１） ガスの需給逼迫等止むを得ない場合 

（２） 一般ガス導管会社の保安責任範囲の設備に故障が生じ、又は生じるおそれ

がある場合 

（３） 一般ガス導管会社の保安責任範囲の設備の修繕、変更その他の工事上やむ

を得ない場合 

（４） 天災地変等の場合 

（５） その他保安上必要がある場合 

  10 秘密の保持 

    供給者は、業務上知りえた情報及び事項を他に漏らしてはならない。また、供

給期間終了後も同様とする。ただし、財団から事前に承諾を得ている場合はこの

限りではない。 

  11 支払方法 

    供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、財団

は、供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

  12 その他 

    本仕様書に定めのない事項については、供給者が定める約款の規定又は料金表

等によるものとし、供給者が定める約款の規定又は料金表等に定めのない事項に

ついては、財団及び供給者間の協議により定めることとする。 
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